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　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利
益を享受することができ、ともに責任を担うことをいいます。

　名護市では、これまで女性の自立と地位向上を図り、男女
共同参画を推進するため、さまざまな施策を長期的、総合的

に進めてきました。しかし、社会全体では、まだ性別による

固定的な役割分担意識や、それに基づく制度・慣行などが
依然として残っています。そのため、市・市民・市民団体・
教育関係者及び事業者の皆さんが、男女共同参画を推進
することにより、男女の人権が十分尊重され、豊かで
活力のある社会を実現することができる男女共同参画
社会の実現を目指すため、条例を制定しました。

　市，市民、市民団体、教育関係者及び事業者が男女共同参画を推進していく上で基本
となる考え方で，次の６つがあります。
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男女の個人としての尊厳を重んじ、性別

による差別をなくし、個人の能力を発揮

できる機会を確保すること。

固定的役割分担意識にとらわれず、社会

において男女が制度や慣行によって差別

されないようにすること。

男女が互いの性に関する理解を深め性

に関する個人の意思や、妊娠、出産

など女性の性と生殖に関する事がらに

ついて生涯にわたり尊重すること。

男女が社会の対等なパートナーとして

さまざまな方針の立案や決定に参画

する機会を確保すること。

家族を構成する男女が互いに協力し

社会の支援も受けながら、家庭生活

での活動と他の活動を行うことができ

るようにすること。

男女共同参画の推進は、国際社会に

おける取組と協調の下に行われること。





男女共同参画の推進に、市民、市民団体、教育関係者及び事業者の皆さんと市が協働して
取り組むために、それぞれが果たすべき責務を定めました。

☆積極的改善措置を含む男女共

同参画の推進に関する施策を

策定し、実施します。（第4

☆家庭、職場、学校、地域など

のあらゆる分野で、男女共同

参画の推進に寄与するよう努

めましょう。

☆市が実施する施策に協力しま

しょう。（第５条）

☆その活動において、方針の決

定、計画の立案等において男女

が共に参画する機会を確保する

よう努めましょう。

☆市が実施する施策に協力しま

しょう。（第６条）

☆男女共同参画社会の形成にお

ける教育の果たす役割の重要

性を深く認識し、教育を行う

ように努めなければならな

い。（第７条）

☆その雇用する男女について、

雇用上の均等な機会及び待遇

を確保するとともに、職場、家

庭、地域における活動を両立

して行えるよう職場環境の整

備に努めなければならない。

☆市が実施する施策に協力しま

しょう。（第８条）


